
実態解明のための調査の実施、既存資料の利活用の促進

・自殺統計の分析および実態調査の実施等による施策の検討、広報

情報提供等の充実

・いのちとこころの情報サイトホームページの運用

地域における心の健康づくり推進体制の整備

・人にやさしいまちづくりの推進 ・小地域福祉活動の推進

・民生委員活動支援事業 ・高齢者いきがい活動支援事業

・市民センターを拠点とした健康づくり事業（地域でGO！GO！健康づくり）

・高年齢者雇用環境づくり事業 ・若者のこころとしごと相談室

・外国人相談事業 ・障害者差別解消法推進事業

・依存症・うつ病等の精神疾患に関する相談体制の整備

職場におけるメンタルヘルス対策の推進

・安心して働ける労働環境づくり事業 ・勤労者のメンタルヘルス研修の充実

・教職員メンタルヘルス対策事業 ・職員の心の健康づくりのための計画

・市職員のメンタルヘルス研修

学校における心の健康づくり推進体制の整備

・自殺予防教育（生涯にわたるメンタルヘルスの基礎）の充実

・いじめ対策の充実 ・スクールカウンセラー活用事業

・スクールソーシャルワーカー活用事業

大規模災害における被災者の心のケア、生活再建等の推進

・災害・事故時こころのケア対策事業

自殺予防週間と自殺予防強化月間における啓発活動の展開

・自殺予防週間・自殺対策強化月間における啓発

児童生徒の自殺予防に資する教育の実施

再掲 ・自殺予防教育（生涯にわたるメンタルヘルスの基礎）の充実

・心の教育推進事業 ・人権教育推進事業

・ラジオ番組「明日への伝言板」制作

うつ病、アルコール依存症、薬物乱用と自殺についての普及啓発の推進

・アルコールとうつ、自殺に関する効果的な啓発活動の展開

・薬物乱用防止に向けた広報・啓発 ・学校における薬物乱用防止教育の実施

自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及

・自殺対策事業啓発講演会 再掲 ・ラジオ番組「明日への伝言板」制作

・精神保健福祉サポーター養成講座 ・ストレスケア出前講演

・ゲートキーパーの地域での広がり

再掲 ・いのちとこころの情報サイト（ホームページ）の効果的な運用

・自殺やメンタルヘルスに関わるパンフレットや冊子の作成・配布

・高校生への飲酒の弊害等についての周知・啓発

・携帯電話やインターネットに潜む危険性に関する青少年の健全育成のための啓発

北九州市自殺対策計画の体系

＜事前予防＞
Ⅰ　いのちとこころを大切にする地域づくり

１　自殺の実態を明らかにする

２　心の健康づくりを進める

３　市民一人ひとりの気づきと見守りを促す
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北九州市自殺対策計画の体系

かかりつけの医師等のうつ病等の精神疾患の診断・治療技術の向上

・かかりつけ医こころの健康対応力向上研修

教職員に対する普及啓発等の実施

再掲 ・自殺予防教育（生涯にわたるメンタルヘルスの基礎）の充実

地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の向上

再掲 ・勤労者のメンタルヘルス研修の充実 再掲 ・精神保健福祉基礎・実務者研修

介護支援専門員等に対する研修の実施

・介護支援専門員への研修機会の創出 ・地域包括支援センター運営事業

民生委員・児童委員等への研修の実施

・自殺対策出前講座 ・自殺対策事業啓発講演会

連携調整を担う人材の養成の充実

・地域の保健福祉関係職員への研修

社会的要因に関連する相談員の資質の向上

再掲 ・勤労者のメンタルヘルス研修の充実

研修資材の開発等

再掲 ・自殺やメンタルヘルスに関わるパンフレットや冊子の作成・配布

再掲 ・いのちとこころの情報サイトホームページの効果的な運用

自殺対策従事者への心のケアの推進

・自殺未遂者に関る支援者のための研修 ・自殺に関する支援者への技術とこころの支援

様々な分野でのゲートキーパーの養成の促進

・若者の自殺予防、自殺未遂者対応のための支援者研修

再掲 ・精神保健福祉サポーター養成講座 ・薬物乱用・依存関連問題専門研修

再掲 ・ゲートキーパーの地域での広がり ・自殺対策出前講座

・こころの健康およびアルコール依存症対応力向上研修

地域における相談体制の充実と支援策、相談窓口情報等の分かりやすい発信

・自殺対策パンフレットの作成 ・自殺予防こころの相談電話

再掲 ・いのちとこころの情報サイトホームページの効果的な運用

・社会福祉法人 北九州いのちの電話への補助事業 ・夜間・休日精神医療相談事業

・「２４時間子ども相談ホットライン」事業 ・子ども・家庭相談コーナー運営事業

・精神保健福祉相談 ・北九州市障害者基幹相談支援センター

・男女共同参画センター相談事業 再掲 ・若者のこころとしごと相談室

再掲 ・外国人相談事業 ・いのちをつなぐネットワーク事業

・心理ケア支援事業 ・自死遺族の個別相談

・子ども・若者応援センター「YELL」の運営 ・住宅防火訪問

・女性消防団員による「いきいき安心訪問」事業

多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット融資の充実

・消費者トラブル無料法律相談

失業者等に対する相談窓口の充実等

・若者ワークプラザ北九州の運営 ・再就職トータルサポート事業

１　早期対応の中心的役割を果たす人材（ゲートキーパー）を養成する

２　社会的な取り組みで自殺を防ぐ

＜自殺発生の危機対応＞
Ⅱ　いのちを救うための社会環境の整備
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北九州市自殺対策計画の体系
法的問題解決のための情報提供の充実

再掲 ・男女共同参画センター相談事業 ・高齢者・障害者あんしん法律相談事業

・法律人権相談 ・東部・西部勤労婦人センター相談事業

・地域交流センター人権法律相談 ・自死遺族のための無料法律相談

危険な場所、薬品の規制等

・自殺の危険箇所改善への取り組み

インターネット上の自殺予告事案への対応等

・ネットトラブル等防止事業

介護者への支援の充実

再掲 ・介護支援専門員への研修機会の創出 再掲 ・地域包括支援センター運営事業

・認知症カフェ普及促進事業 ・認知症介護家族交流会

・認知症・介護家族コールセンター

いじめを苦にした子どもの自殺の予防

再掲 ・いじめ対策の充実 ・Ｅメール相談

再掲 ・「２４時間子ども相談ホットライン」事業

児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の充実

・育児支援家庭訪問事業（のびのび赤ちゃん訪問事業）

・生後4ヶ月までの乳児家庭全戸訪問事業（のびのび赤ちゃん訪問事業）

・妊娠期からの養育支援事業（すくすく子育て支援事業）

・乳幼児健康診査未受診者フォローアップ事業（すくすく子育て支援事業）

・保育カウンセラー事業 ・家族のためのペアレントトレーニング事業

再掲 ・児童虐待の早期発見・迅速かつ適切な対応および児童への支援のための連携強化

・児童虐待防止医療ネットワーク事業 再掲 ・子ども・家庭相談コーナー運営事業

・子ども総合センターの運営 再掲 ・「24時間子ども相談ホットライン」事業

・児童養護施設等入所児童への支援の充実 ・犯罪被害者等支援事業

再掲 ・男女共同参画センター相談事業

生活困窮者への支援の充実

・生活困窮者自立支援事業 ・総合相談会の試行開催

・ホームレス対策推進事業 再掲 ・いのちをつなぐネットワーク事業

再掲 ・心理ケア支援事業

ニート状態等の若者の自立支援

・社会的ひきこもり対策事業 ・ひきこもり地域支援センター「すてっぷ」の運営

再掲 ・子ども・若者応援センター「YELL」の運営 ・ひきこもり支援実務者連絡会議

再掲 ・若者ワークプラザ北九州の運営

精神科医療を担う人材の養成など精神科医療体制の充実

再掲 ・夜間・休日精神医療相談事業 ・精神科緊急・救急医療体制整備

・精神障害者保健福祉対策事業

うつ病の受診率の向上

再掲 ・アルコールとうつ、自殺に関する効果的な啓発活動の展開

再掲 ・依存症・うつ病等の精神疾患に関する相談体制の整備

再掲 ・かかりつけ医こころの健康対応力向上研修

・産後うつ対策（のびのび赤ちゃん訪問事業）再掲 ・精神保健福祉相談

かかりつけの医師等のうつ病の精神疾患の診断・治療技術の向上

再掲 ・かかりつけ医こころの健康対応力向上研修

うつ病スクリーニングの実施

３　適切な精神科医療を受けられるようにする
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北九州市自殺対策計画の体系
再掲 ・産後うつ対策（のびのび赤ちゃん訪問事業） ・健康相談

うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策の推進

・救急医療における自殺未遂者の対応に関する懇話会

・薬物・ギャンブル等の依存症に関する相談支援事業

・薬物関連問題実務者ネットワーク会議

・アルコール依存症に関する保健福祉ネットワーク会議の開催

救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実

再掲 ・救急医療における自殺未遂者の対応に関する懇話会

・自殺未遂者支援の充実 再掲 ・自殺未遂者に関る支援者のための研修

家族等の身近な人の見守りに対する支援

再掲 ・自殺未遂者支援の充実

民間団体の人材育成に対する支援

再掲 ・介護支援専門員への研修機会の創出 再掲 ・自殺対策出前講座

再掲 ・自殺対策事業啓発講演会 再掲 ・精神保健福祉基礎・実務者研修

地域における連携体制の確立

・北九州市自殺対策連絡協議会、自殺対策庁内連絡会議の開催

再掲 ・救急医療における自殺未遂者の対応に関する懇話会

・リカバリーパレードの開催

再掲 ・児童虐待の早期発見・迅速かつ適切な対応および児童への支援のための連携強化

再掲 ・児童虐待防止医療ネットワーク事業

再掲 ・子ども・若者応援センター「YELL」の運営

再掲 ・薬物関連問題実務者ネットワーク会議

再掲 ・アルコール依存症に関する保健福祉ネットワーク会議の開催

・生きるための支援を考える会 ・福岡県弁護士会北九州部会との連絡会

再掲 ・いのちをつなぐネットワーク事業 ・災害・事故時のこころのケア対策連絡協議会

民間団体の電話相談事業に対する支援

再掲 ・社会福祉法人 北九州いのちの電話への補助事業

民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域における取組に対する支援

・セルフヘルプ・フォーラムの開催 ・北九州セルフハート会議の支援

・セルフヘルプ・グループ情報誌の発行

遺族の自助グループ等の運営支援

再掲 ・自死遺族の個別相談 再掲 ・自死遺族のための無料法律相談

・自死遺族支援（わかち合いの会の開催等）

学校、職場での事後対応の促進

再掲 ・スクールカウンセラー活用事業

遺族等のための情報提供の推進など

・自死遺族のためのリーフレット作成・配布等再掲 ・自死遺族の個別相談

遺児への支援

再掲 ・自死遺族支援（わかち合いの会の開催等）

１　遺された人への支援を充実する

４　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

５　民間団体との連携を強化する

＜事後対応＞
Ⅲ　遺された人の苦痛を和らげる
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７ 重点的な取組                          
今後、重点的に取り組むべき施策について、これまでの取り組みの成果と課題、本市

の現状をふまえ、大きな２つの視点と７つのテーマから現在の取り組みを見つめなおす

ことで、必要となる事務事業を抽出し整理しています。 

 

 視点１：一人ひとりのライフコースの課題 

   一人ひとりのライフコースに着目し、人が生きる上での困難を少しでも軽減し、乗

り越えるためのきっかけとなるように、様々な課題に取り組みます。 

テーマ 主な事業 

①若年層 
・自殺予防教育（生涯にわたるメンタルヘルス教育）の充実 

・児童養護施設等入所児童への支援の充実        等 

②中高年層 
・勤労者のメンタルヘルス研修の充実 

・生活困窮者自立支援事業               等 

③高齢者層 
・介護支援専門員への研修機会の創出 

・かかりつけ医こころの健康対応力向上研修       等 

④自殺未遂者 
・自殺未遂者に関る支援者のための研修 

・救急医療における自殺未遂者の対応に関する懇話会   等 

⑤うつ・アルコール 

依存症 

・セルフヘルプ・フォーラムの開催 

・こころの健康およびアルコール依存症対応力向上研修  等 

 

 視点２：社会構造における課題 

現在の社会通念や風土、社会構造等を「生きやすい社会」へと変えていくとともに、

その社会の一員である市民一人ひとりの手で、様々な地域課題に取り組みます。 

テーマ 主な事業 

⑥生きやすい地域 

づくり（市民への 

普及啓発） 

・自殺統計の分析および実態調査の実施等による施策の検討、広報 

・いのちとこころの情報サイトホームページの効果的な運用 

・自殺予防週間・自殺対策強化月間における啓発     等 

⑦関係者や関係機関 

との連携、 

相談窓口の連携、 

ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰの養成 

・北九州市自殺対策連絡会議、自殺対策庁内連絡会議の開催 

・総合相談会の試行開催 

・ゲートキーパーの地域での広がり           等 
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視点１：一人ひとりのライフコースの課題                     

地域に暮らす一人ひとりには、好むと好まざるとに関わらず、生まれて死ぬまでの

間に生物学的な成長・成熟と変化を経験し、時代や社会、人間関係の影響を受け、

また、社会に影響を及ぼしながら人生を紡ぎます。そこには、各年代の課題（ライ

フタスク）があり、就学、就職、転勤、結婚、出産など、さまざまな出来事（ライ

フイベント）があります。その時々に生ずる問題に対して、人がより生きやすい方

向に行く道を選ぶことができ、満足できる人生を選ぶことのできる社会を目指して、

各世代の個人レベルの意識と行動に資する取り組みを検討します。 

自殺の背景には、その年代や社会状況などの様々な問題が複雑に絡みあっています。

自殺の要因は様々ですが、世代に応じてその抱えている問題も大きく異なることか

ら、一人ひとりのライフコースに着目することで、それぞれの自殺に追い込まれる

可能性のある課題に重点的に取り組みます。 

また、実際の取組においては、対象者だけでなく、その家族や地域全体を支援する

視点も欠かせません。目の前の対象者のみならず、その家族・地域にも目を向け包

括的に支援するあり方をも検討する必要があります。そして、包括的支援の実現に

は、保健医療に限らず、教育・雇用・福祉・司法などの多領域における分野を超え

たネットワーク構築を目指していきます。（大綱に関する研究：中込和幸 24p から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【きっかけになりやすいこと】 
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  ① 若年層 （～39 歳）                               

人生の最初期の体験は、生涯を通じての生きる基礎を形作る上で極めて重要です。

乳幼児や年少児童には、「人生」「死」という抽象概念が未形成であるため、自殺

という現象は生じにくい傾向があります。しかし、自殺既遂事例の類型分析では、

幼少時の被虐待歴のある個人の自殺は一般人口に比して 5～6 倍も多いことがわか

っています。親との離別や、いじめ等の幼少期の傷つき体験は、その後の人生に大

きく影響し、抽象的な思考が発達する思春期以降に、精神的な不安定さとして表面

化するということが考えられます。 

本市の子どもに関する計画である「元気発進！子どもプラン（第２次計画）」では、

「母子保健」や「子育ての悩みや不安への対応」と並び、「児童虐待への対応」も

施策の一つとして取り上げ、区役所、子ども総合センター、幼稚園・保育所等や医

療機関などの関係機関の連携の下、発生予防・早期発見・早期対応・適切な支援に

努めています。 

このような支援が必要な子どもが、安心と将来の希望を持てる社会を実現すること

は、自殺予防にとって大きな意味を持ちます。 

実際に自殺が生ずることのある思春期以降、若年層の自殺者の状況をみると、一見、

全年代の中では少ないように見えても、15 歳から 39 歳の年代層では死因の第一位

が自殺になっており、これは、先進国では日本のみです。自殺死亡率も先進国のな

かで上位に位置しており、他の世代が概ね減少傾向にあるものの、特に 20 歳未満

は、減少することなく横ばいで推移しています。若年層の自殺は、家族や同年代の

子ども・若者に対する影響もとりわけ大きく、社会全体への失望すら与えます。 

少年非行や犯罪、薬物乱用等を行った子ども・若者、ひきこもり等の経験により社

会生活を円滑に営む上でさまざまな困難を抱えている若者など、成長する段階で、

さまざまな課題を抱えている若年層に、相談しやすい窓口を示し、支援の場を提供

する必要があります。 

また、若年の自殺未遂者に対する支援方法は、まだ充分に確立したものではありま

せんが、経験を積んだ精神科医などの協力を得て若年層の自殺の特徴について情報

収集し研修を行うなどして、自殺に傾く若者達への援助を提供する支援者が疲弊す

ることなく支援を続けられるよう努めなければなりません。 

加えて、若年層の自殺対策については、青少年の心の健康の保持・増進や良好な人

格形成、生活上の困難・ストレスに直面したときの対処方法を身に付けること等を

図っていく必要があります。また、家族・友人など、子どもにとって身近な存在の

自殺や自殺未遂は、精神的に大きな影響を与えるため、このような事態が発生した

場合の心のケアが重要です。そして、子どものメンタルヘルスに関連する大人の関

りについて、知識の普及・啓発を図り、地域全体で若者を見守り、育んでいくこと

も重要となります。 
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学校では、こうした観点を踏まえ、児童生徒の援助希求能力の向上を目的とした校

内研修を実施するなど、自殺予防教育の充実に向けて取り組んでいます。また、学

校における「いじめ」は、児童生徒の自殺につながる可能性のある問題であり、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門スタッフとの連携によ

り、早期に解決が図れるよう体制整備を図っています。 

 

 

№ 事業名【担当課】 事業概要 

１ 

育児支援家庭訪問事業 

〈のびのび赤ちゃん訪問事業〉 

［子ども家庭局子育て支援課］ 

個々の家庭の抱える養育上の問題の解決や負担の軽

減を図るため、出産後間もない時期やさまざまな原因

で養育が困難になっている家庭に対して、保健師等が

訪問し、子育てに関する情報提供や専門的な支援を行

います。 

２ 

生後４か月までの乳児家庭全戸訪問事

業〈のびのび赤ちゃん訪問事業〉 

[子ども家庭局子育て支援課］ 

生後４か月までの乳児がいる家庭を訪問し、子育ての

孤立化を防ぐために、さまざまな不安や悩みを聞き、

子育て支援に関する必要な情報提供を行います。ま

た、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に

結びつけるなど、地域の中で子どもが健やかに育成で

きる環境整備を図ります。 

３ 

妊娠期からの養育支援事業 

〈すくすく子育て支援事業〉 

［子ども家庭局子育て支援課］ 

 

妊娠・出産・育児期において、産前産後の心身の不調

や家庭環境の問題など、特に養育支援を必要とする家

庭を早期に把握し、医療機関と連携しながら、養育支

援を行うことにより、家庭の養育力を高め、児童虐待

を防止します。 

４ 

乳幼児健康診査未受診者フォローアッ

プ事業〈すくすく子育て支援事業〉 

［子ども家庭局子育て支援課］ 

虐待につながりやすい状況を早期に把握し予防する

ため、乳幼児健康診査未受診者に対して、家庭訪問を

実施し、受診勧奨するとともに、養育に関する相談に

応じます。 

また、妊婦や乳幼児の健康診査をデータ管理し、受診

結果に応じて保健指導を行います。 

さらに、未受診者のフォローに関して、関係機関と連

携し、養育支援を特に必要とする家庭の把握に努めま

す。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

５ 
保育カウンセラー事業 

[子ども家庭局保育課］ 

児童虐待の早期対応・防止や発達の気になる子どもへ

の対応等のため、保育カウンセラーと保育アドバイザ

ーが市内認可保育所を訪問し、児童処遇に関する相

談、児童のケアや保護者対応を指導、助言し、保育所

を支援します。 

また、緊急事件等発生時において、迅速に児童、保護

者、保育士等のカウンセリングを行い、対象者の心の

ケアに努めます。 

６ 

家族のためのペアレントトレーニング

事業 

[子ども家庭局子ども総合センター］ 

虐待の再発防止および発生予防を図るため、「虐待を

行った保護者」および「養育不安のある保護者」に対

して、「家族再統合コース」、「養育不安コース」の

二種類のプログラムを実施し、児童に対する養育技術

に関する訓練を行います。 

７ 

児童虐待の早期発見・迅速かつ適切な

対応および児童への支援のための連携

強化 

【子ども家庭局子ども総合センター】 

【子ども家庭局子育て支援課】 

児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応および適切

な支援を行うために、要保護児童対策地域協議会など

を通して、関係機関との連携強化を図るとともに、関

係職員等に対する研修会の実施や市民啓発などに努

めます。 

８ 
児童虐待防止医療ネットワーク事業 

[子ども家庭局子育て支援課］ 

小児患者に対応する拠点病院に児童虐待専門コーデ

ィネーターを配置し、地域の医療機関からの児童虐待

に関する相談への助言、研修等、児童虐待対応力の向

上を図ります。 

９ 
子ども・家庭相談コーナー運営事業 

[子ども家庭局子育て支援課］ 

区役所の子ども・家庭相談コーナーで、子どもと家庭

に関するあらゆる相談に応じ、それぞれの内容に応じ

た支援・対応を行い、相談者の不安や負担感の軽減を

図ります。 

10 
子ども総合センターの運営 

[子ども家庭局子ども総合センター］ 

児童福祉法に基づく児童福祉の専門的行政機関とし

て、子どもに関する相談の受付、助言や指導、心理判

定、障害の判定、一時保護など児童相談所業務を行い

ます。 

また、児童虐待、非行、不登校などのさまざまな課題、

悩みを抱える子どもや保護者を支援するため、カウン

セリングやケースワーク、関係機関との調整・連携等

に取り組みます。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

11 

「24 時間子ども相談ホットライン｣

事業 

[子ども家庭局子ども総合センター］ 

いじめ・不登校等子どもの不安や悩み、保護者の子育

てに関する悩み、児童虐待の緊急対応など、24 時間

体制で電話相談を受け付けます。 

12 

児童養護施設等入所児童への支援の充

実 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

【子ども家庭局子育て支援課】 

児童養護施設は、2～18 歳の親と一緒に暮らせない

児童が入所する施設です。近年、虐待による入所が増

加しており、知的障害だけでなく発達障害の児童が増

えているため、虐待等によりストレスやトラウマ等を

抱える児童への支援の充実を図ります。 

13 
いじめ対策の充実 

【教育委員会指導第二課】 

いじめは、児童生徒にかかわる最重要課題の一つであ

ることから、事業の早期発見・早期解決や社会性の育

成を含む多様な支援を行うことで問題解決に取り組

みます。 

いじめの問題に係る各種取り組みの実施により、いじ

めの状況把握、分析及び調査研究並びに関係機関やス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等

との連携等により、いじめの問題の解決を図ります。 

14 
スクールソーシャルワーカー活用事業 

【教育委員会指導第二課】 

不登校やいじめ、虐待などの問題行動等の解消のた

め、スクールソーシャルワーカーを教育委員会に配置

し、児童生徒への働きかけとともに家庭環境への働き

かけにより支援活動に取り組みます。 

15 
スクールカウンセラー活用事業 

【教育委員会指導第二課】 

不登校やいじめ等の児童生徒及び保護者への対応の

ため、臨床心理士等をスクールカウンセラーとして、

すべての中学校に配置及び小学校への派遣を行い、小

中学校等におけるカウンセリング等の機能の充実を

図ることで、生徒指導上の諸問題の解決を図ります。

また、自殺を含め、児童生徒への緊急支援が必要な場

合に、スクールカウンセラーが個別に心のケアを行い

ます。 

16 
人権教育推進事業 

【教育委員会指導第一課】 

生命の大切さを学び、自尊感情や他の人とよりよく生

きようとする意識、集団生活での規範を尊重し、義務

や責任を果たす態度など生きる力を育む教育活動を

推進します。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

17 
心の教育推進事業 

【教育委員会指導第一課・指導第二課】 

伝統文化や異年齢・地域交流など豊かな体験を通し

て、児童生徒が自己の生き方についての考えを深める

道徳教育を教育活動全般を通じて推進します。また、

郷土の先人や歴史などを通して郷土への愛着を深め

ます。さらに、子どもの自尊感情を高めるとともに、

基本的生活習慣の定着を図るため、学校、家庭、地域

を挙げたあいさつ運動を推進します。 

18 

薬物乱用防止に向けた広報・啓発 

【保健福祉局医務薬務課】 

【子ども家庭局青少年課】 

薬物乱用防止に向けた広報・啓発などの取り組みを、

行政と関係諸機関、関係団体、地域などと一体となっ

て推進します。 

19 
学校における薬物乱用防止教育の実施 

【教育委員会指導第二課】 

小学校高学年、中学校、高等学校において、各教科を

はじめ、道徳、特別活動、総合的な学習の時間に薬物

乱用防止教育を実施しています。また、各学校におい

て、毎年、外部の専門家を招聘するなどして、薬物乱

用防止教室を開催しています。 

20 
若者ワークプラザ北九州の運営 

【産業経済局雇用政策課】 

若者の就業支援の拠点として市内２か所に「若者ワー

クプラザ北九州」を設置し、就業相談、各種情報提供、

セミナー・講座、職業紹介などを実施して、若者の就

業促進を図ります。 

21 
若者のこころとしごと相談室 

【保健福祉局総務課】 

本市立勤労青少年ホーム（門司・若松・八幡西）にお

いて、若者の仕事や人間関係に関する相談に産業カウ

ンセラーが応じています。（毎月１回実施） 

22 

子ども・若者応援センター「YELL」

の運営 

【子ども家庭局青少年課】 

社会生活を円滑に営む上でさまざまな困難を抱えて

いる子ども・若者（概ね１５歳から３９歳まで）や、

その家族を対象に相談に応じるほか、関係機関の紹

介、必要な情報の提供や助言等を行う総合相談窓口と

して自立を支援しています。 

23 

ひきこもり地域支援センター「すてっ

ぷ」の運営 

【保健福祉局障害者支援課】 

社会的ひきこもりに関する相談や様々な情報、活動場

所を提供しています。（社会的ひきこもりとは：社会

的な参加の場面がせばまり、就職や就学などの自宅以

外での生活の場が長期にわたって失われている状態） 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

24 
社会的ひきこもり対策事業 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

様々な要因によって社会参加の場面が狭まり、自宅以

外での生活の場が長期にわたって失われている状態

をいう「ひきこもり」の中でも、特に、背景に精神疾

患がない「社会的ひきこもり」について、支援者向け

の研修・連絡会、市民向けの講演会、家族教室、自助

グループの側面的支援等の事業を実施します。 

25 

若者の自殺予防、自殺未遂者対応のた

めの支援者研修 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

若者に特有の複雑な自殺心理とその対応方法につい

て、支援者の理解を図るとともに資質の向上を目的と

した研修を行います。 

また、希望する私立高校、大学において、ストレスの

対処法や SOS の出し方など、こころの健康づくりの

ための出前講座等を行います。 

26 

自殺予防教育（生涯にわたるメンタル

ヘルスの基礎）の充実 

【教育委員会指導第二課】 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

市内の全小中高校において、スクールカウンセラーが

教職員を対象に、児童生徒の援助希求能力の向上を目

的とした自殺予防教育研修を行います。この研修によ

り、教職員のカウンセリング能力の向上を図るととも

に、児童生徒に対する自殺予防に関する指導の充実を

図っていきます。また、保護者などＰＴＡからの依頼

により、子どものメンタルヘルスに関連する大人のか

かわりについて等の研修を行います。 

今後、児童生徒の自殺を防ぐだけでなく、大人になっ

ても自殺に追い込まれることのない生涯にわたるメ

ンタルヘルスの基礎を築くことを目的に、児童生徒の

実態や発達段階に応じた教材、指導方法等について研

究を行います。 

ラム 

【北九州地区小児科医会】 

コラム 

【児童養護施設 天使育児園】 

コラム 

【一般社団法人 福岡県臨床心理士会】 

コラム 

【子ども・若者応援センターYELL】 
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  ② 中高年層 （40～64 歳）                                

中高年は、家庭、職場の両方で重要な位置を占める一方、親との死別や退職などの

大きな喪失体験を迎え、心理的にも、社会的にも負担を抱えることが多い世代です。

特に、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者は、少なくありません。 

平成 27 年に実施した「こころの健康に関する実態調査」によると、ストレスが

「とても多い」「多い」と感じている人が、40 歳代において約半分を占めており、

ストレスの原因となる長時間労働に対して仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）の取り組みを推進していくとともに、勤労者をターゲットにした研修によ

る啓発や広報をすすめていく必要があります。 

全国的な状況をみると、平成 10 年に起こった自殺者の急増では中高年男性が大き

く増加しましたが、現在は、40～60 歳代前半の自殺死亡率の低下が見られます。

本市においても、その傾向は顕著で、40～60 歳代の自殺死亡率は全国をさらに下

回っています。これは、福祉的施策の対象として外れることが多かった稼動年齢世

帯を含めた働きかけとして、多重者債務対策等の消費者トラブル対策や、生活困窮

世帯への対策、自殺の相談窓口や電話相談、専用のホームページ開設等の取り組み

みに一定の成果が表れたものと考えることもできます。こうした取り組みは、今後

も継続していく必要があります。 

また、再度「こころの健康に関する実態調査」に戻ると、本市においてアルコール

依存症の可能性のある人は 11.9%であり、特に 30～50 歳代の男性に多くなって

います。さらに、男性の多くが飲酒をストレス解消法として挙げており、このよう

な慣習が依存症状を悪化させていることも考えられます。アルコール依存症は、う

つや自殺と密接な関係にあり、悪化すれば高い確率で自殺に追い込まれてしまう一

因となるため、この世代における適正飲酒の働きかけは重要です。将来の自殺予防

のために、中高年男性に対象を絞り、パンフレットの作成や商工会議所や農業協同

組合、自助グループ等と連携した啓発活動を行うなど、必要な人に必要な情報を届

けることができる広報活動に新たに取り組みます。 

 

 

№ 事業名【担当課】 事業概要 

27 
安心して働ける労働環境づくり事業 

【産業経済局雇用政策課】 

安心して働くことができる労働環境をつくるため、巡

回労働相談を行うほか、ガイドブックの配布やセミナ

ー開催による広報・啓発を実施します。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

28 
勤労者のメンタルヘルス研修の充実 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

経済状況の悪化により倒産や失業したときにも、専門

機関に相談することが解決の第一歩となり、自殺に追

い込まれる危険を大幅に減らすことができます。民間

事業所や、商工会議所、地域産業保健センターと連携

し、勤労者の心の健康づくりのための講演や広報啓発

活動を行います。 

29 
職員の心の健康づくりのための計画 

【総務局給与課】 

「本市職員の心の健康づくりのための計画」の事業遂

行に当たり、自殺予防の視点も取り入れています。 

30 
市職員のメンタルヘルス研修 

【総務局職員研修所】 

階層別職員研修において、メンタルヘルス研修を実施

する。また、管理監督者向けにメンタルヘルスに関す

るスキルアップ研修を実施します。 

31 
教職員メンタルヘルス対策事業 

【教育委員会教職員課】 

精神科医や産業医、保健師によるメンタルヘルス面談

を実施し、健康相談事業については委託（委託先：（一

財）本市教職員互助会「こころの健康相談室」）して

います。 

32 
再就職トータルサポート事業 

【産業経済局雇用政策課】 

中高年齢層を中心とした求職者等を対象に、 

①適性診断や進路アドバイス等を行うカウンセリング 

②再就職のために必要となる講座実施による能力開発 

③民営職業紹介所等の職業紹介機能を活用した就業

支援を総合的に実施し、再就職の促進を図ります。 

33 

消費者トラブル無料法律相談 

【市民文化スポーツ局消費生活センタ

ー】 

多重債務が自殺の原因となる等社会問題化している

ことから、消費生活センターの各窓口で借金の相談を

受け付けています。処理にあたっては、借金や家計収

支の状況等を相談員が聞き取り、法的解決方法を説明

し、必要によって専門家の意見を聞くために当センタ

ーで実施している消費者トラブル法律無料相談へ案

内・誘導しています。 

34 
生活困窮者自立支援事業 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

平成 27 年 4 月に「生活困窮者自立支援法」が施行さ

れたことを踏まえ、生活困窮者が困窮状態から早期に

脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包

括的な相談支援等を実施するとともに、地域における

自立・就労支援等の体制を構築することにより、生活

困窮者の自立の支援に取組みます。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

35 
ホームレス対策推進事業 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

法及び国の基本方針等に基づき策定した「北九州市ホ

ームレス自立支援実施計画」に沿って、自立の意志が

ありながらホームレスを余儀なくされている方に対

し、自立の支援やホームレスになることを防止するた

めの生活の支援を地域や関係団体と連携して取組み

ます。 

36 

アルコールとうつ、自殺に関する効果

的な啓発活動の展開 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

アルコールとうつ、自殺に関する広報について、中高

年男性に対象を絞り、パンフレットの作成や商工会議

所や農業協同組合等と連携した啓発活動、自助グルー

プとの連携など、必要な人に必要な情報を届けること

ができる広報活動を展開します。 

 

 

コラム 

【NPO 法人 抱撲】 
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  ③ 高齢者層 （65 歳～）                              

本市においては、近年、高齢者の自殺死亡者数および自殺死亡率は、上昇傾向にあ

ります。現在、政令指定都市のなかでも高齢化率が一番高く今後もさらに高齢化が

進むとみられる本市では、この世代の自殺予防はますます重要となります。とりわ

け、高齢者のなかで 75 歳以上の後期高齢者が占める割合は今後も増加するものと

推計されており、後期高齢期において出現頻度の高まる認知症やうつ症状などは、

自殺予防に密接に関係する課題となります。 

高齢期のライフコースを自殺予防の視点からみると、身体的な病気を複数抱えるこ

とも通常になり、慢性疾患による継続的な身体的苦痛により抑うつ状態に陥りやす

くなります。認知症になる可能性は年齢とともに高くなりますが、認知症の初期に

も抑うつ状態になることが知られています。さらに、周りの人も、そして高齢者自

身も「歳をとっているのだから、多少、気分がふさいでも仕方がない。ある程度、

抑うつ的になっても仕方がない。積極的に治療するだけの意味がない」との先入観

を抱きがちになり、本来ならば、専門機関などへ繋ぐ等で解決できるはずの問題が

放置されて、最悪の場合には、自殺に追い込まれてしまうこともあります。本市の

「こころの健康に関する実態調査」においても、精神疾患は誰もがかかりうる病気

だと「思う」と回答した人の割合は、70 歳代、80 歳代では 50％台に留まってい

るなど、高齢者自身の精神疾患などへの偏見がうつ等の治療の妨げになっているこ

とを裏付けています。 

また、多くの高齢者は、子どもは独立し仕事からも引退することで社会における役

割が縮小します。身体機能の低下により社会だけでなく家庭や地域での役割も少な

くなり、配偶者や近親者、友人の死などで人間関係が希薄になるなど、ひとつだけ

でも深刻な心理的打撃となるような喪失体験が短期間のうちにいくつも降りかかり

ます。そのため、抑うつ的になりやすく、また、死の意図も若い世代に比べて確固

としていて、周囲に助けを求めるサインをあまり出さずに、危険の高い方法で自殺

を図ると言われています。 

こうした背景から、高齢者の自殺を予防するためには、まずは、孤立させないとい

う観点が重要であり、高齢者を地域や家庭のなかで孤独にさせないための見守りを

行うとともに、いきいきとしたこころを持続するために高齢者の社会参加を図る地

域での生きがいづくりの仕組みが必要です。様々な人がつながることで介護等の負

担を軽減するための事業や敷居の低い相談窓口の効果的な運用にも引き続き取り組

んでいきます。 

そして、うつ症状の悪化による高齢者の自殺を未然に防ぐために、高齢者やその支

援者が高齢者に関する精神疾患等の偏見を取り除き、認知症やうつ等の自殺予防へ

の理解を深めるため、研修など支援の充実を図っていきます。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

37 

女性消防団員による「いきいき安心訪

問」事業 

【消防局警防課】 

女性消防団員が２名１組となって、一人暮らしの高齢

者宅を訪問し、防火・防災に関する指導や、家庭内で

の救急事故の予防指導等を行います。また、必要な場

合には介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）

の知識を活かし、家庭内の簡単な身の回りのお世話

や、福祉相談を受けた場合には、関係機関への連絡を

行います。 

38 
住宅防火訪問 

【消防局予防課】 

消防隊が高齢者・障害者等のお宅を訪問して、防火・

防災啓発の普及を図るとともに、火災及び焼死事故等

の抑制に努めます。 

39 
民生委員活動支援事業 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

（民生委員は、地域において、高齢者への声かけや見

守りなど、地域福祉活動における中心的な役割を担っ

ています。）少子高齢化の進行や、単身世帯の増加等

の社会情勢の変化により、支援が必要な人が増加して

おり、民生委員への期待と負担が増加しています。 

今後、民生委員の活動しやすい環境づくりに取り組

み、その負担軽減の対策を行うことで、更なる活動の

充実を目指し、地域福祉の充実を図ります。 

40 
高年齢者雇用環境づくり事業 

【産業経済局雇用政策課】 

① 「高年齢者就業支援センター」を拠点として、関

係機関（シティハローワークウェルとばた、能力活用

センター）と連携しながら高年齢者の多様なニーズに

ワンストップで対応し、総合的に就業相談・支援等を

行い、高年齢者の雇用促進を図ります。 

② シルバー人材センターの運営補助を行い、就労を

通した高齢者の生きがいづくりの促進を図ります。 

41 
高齢者いきがい活動支援事業 

【保健福祉局長寿社会対策課】 

高齢者の社会貢献や生きがいづくりを促進するため、

高齢者の参加しやすいボランティア活動、生涯学習、

仲間づくり情報などの収集や情報提供をホームペー

ジ上にて行います。さらに、活動を希望する相談者に

個別に対応し、活動のマッチングまでを行う仕組みづ

くりを進めます。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

42 

高齢者・障害者あんしん法律相談事業 

【保健福祉局長寿社会対策課】 

【保健福祉局障害者支援課】 

「借地・借家」「相続」「金銭管理」「近隣とのトラ

ブル」などの民事・刑事上の法律に関わる問題につい

て、福岡県弁護士会北九州部会の協力により無料法律

相談を行います。 

43 

認知症カフェ普及促進事業 

【保健福祉局認知症支援・介護予防セ

ンター】 

認知症の人を支える取組みやつながりを支援し、認知

症の人の家族の介護負担の軽減などを図るため、認知

症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加

でき、集う場である「認知症カフェ」の普及を促進し

ます。 

44 

認知症介護家族交流会事業 

【保健福祉局認知症支援・介護予防セ

ンター】 

認知症の人を介護している家族を対象として、家族同

士が励まし合い、認知症の介護について学び合うため

の交流会を開催していきます。 

45 

認知症・介護家族コールセンター 

【保健福祉局認知症支援・介護予防セ

ンター】 

認知症高齢者や家族などへの精神面での支援や情報

提供を行うため、認知症本人や家族がかかえる不安・

悩みなどについて相談できるコールセンターを設置

します。なお、運営は「NPO 法人 老いを支える北九

州家族の会」に委託して実施しています。 

46 
地域包括支援センター運営事業 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続でき

るよう、市民センターを巡回する等、相談窓口として

の周知をより一層図るとともに、高齢者や家族、関係

者などからの、保健・医療・福祉や権利擁護に関する

幅広い相談に応じます。相談は、電話だけでなく自宅

を訪問するなど迅速に対応するとともに、「老老介護」

などの家族介護のアセスメントや地域ケア会議の開

催などを通じて、適正にケアマネジメントを実施しま

す。また、関係機関や地域団体、区役所などと適切に

連携し、多くの専門職や NPO やボランティアによる

支援にも結びつけ、地域包括ケアシステム構築を中心

となって推進します。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

47 
いのちをつなぐネットワーク事業 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

“いのちをつなぐ”をキーワードに、地域における既

存のネットワークや見守りの仕組みを結びつけ、セー

フティネットの網の目を細かくしていくことで、支援

を必要としている人が社会的に孤立することがない

よう、市民・企業・行政の力を結集して地域福祉ネッ

トワークの充実・強化を図ります。 

48 

介護支援専門員への研修機会の創出 

【保健福祉局介護保険課】 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

介護サービス従事者研修や各区の地域包括支援セン

ターが実施する研修等の機会を捉え、介護支援専門員

等の介護サービス従事者に対し、在宅で介護を受けて

いる高齢者やその家族の心の状態や専門機関の情報

等についての研修を行います。 

49 

かかりつけ医こころの健康対応力向上

研修 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺との関連性が指摘されるうつ病は、身体症状にも

顕れることが多いことから、内科等のかかりつけ医を

受診することが多いといわれています。そのため、か

かりつけ医に適切なうつ病診療の知識・技術及び精神

科等の専門の医師との連携方法等の研修を実施する

ことで、うつ病の早期発見・早期治療を図ります。 

 

コラム 

【福岡県弁護士会】 

 

コラム【認知症家族の会】 

 

コラム 

【北九州市民生委員児童委員協議会】 
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  ④ 自殺未遂者                            

自殺未遂者が再び自殺を企図する可能性は、自殺未遂者以外の者に比べて著しく高

いことが分かっています。 

・自殺未遂の後、1年以内に 1～3％が自殺しています。 

・自殺未遂の後、5年以内に９％が自殺しています。 

・自殺未遂者の 10 人に 1 人は自殺で亡くなっています。 

・自殺された方の 30～40％の方に自殺未遂歴があります。 

また、救命救急センターで治療を受けた自殺未遂者の多くは、何らかの精神疾患等

の問題を有しているにもかかわらず、十分な精神科医療ケアや様々な社会的要因を

解消するための支援を受けずに退院している場合があります。さらに、自殺未遂者

の家族等の身近な人々もどのように接して再度の自殺企図を防止すれば良いかなど

について十分な情報と支援が得られないままに、再度の自殺企図への不安を抱えな

がら自殺未遂者に接しているという現実があります。 

このため、精神科救急医療体制の充実に加えて、救命救急センター等で治療を受け

た自殺未遂者が必要に応じて精神科医療ケアや生活再建の支援が受けられる体制づ

くりについて関係機関と連携していく必要があります。また、自殺未遂者に対する

相談体制の充実と自殺未遂者の家族等の身近な人への支援の充実も図っていきます。 

 

 

№ 事業名【担当課】 事業概要 

50 
自殺未遂者支援の充実 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺企図により救急搬送された患者及びその家族を

対象に、同意に基づき、精神保健福祉センターが心理

教育や社会資源のコーディネートを行うなど積極的

に介入することで、再び自殺を図ることを防止すると

ともに、その家族の辛さを傾聴して心の負担の軽減に

努めます。また、市内の支援者と未遂者支援のあり方

について検討を行います。 

51 

自殺未遂者に関る支援者のための研修 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

 

救急病院や消防、精神病院、かかりつけ医など、自殺

未遂に関る支援者それぞれのニーズをふまえたテー

マ（精神疾患の特徴や自殺危険因子とその評価方法

や、適切な対応方法、PEEC など）に沿う実践的な研

修を行うことで、支援者の資質の向上を図ります。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

52 

救急医療における自殺未遂者の対応に

関する懇話会 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺未遂者の精神科医療ケアや退院後の生活再建の

支援等について、関係者の理解と連携を促進するた

め、医師や弁護士、司法書士、臨床心理士、精神保健

福祉士などによる懇話会を開催します。 

53 
精神科緊急・救急医療体制整備 

【保健福祉局障害者支援課】 

夜間休日における精神科緊急・救急医療体制（24 時

間３６５日）について、福岡県及び福岡市と共同で整

備しています。 

54 
夜間・休日精神医療相談事業 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

夜間・休日の精神疾患急変時等に、精神障害者や家族

等の不安軽減のための相談や、必要に応じて適切に医

療等につなげるための電話相談窓口を設置していま

す。 

55 
精神保健福祉相談 

【保健福祉局障害者支援課】 

イライラする、眠れない、ストレスが溜まるなど、こ

ころの健康に関する問題、酒害（アルコール）に関す

る問題、老人性認知症などに関する問題を抱える本人

や家族に対して、各区役所において専門の精神科医や

相談員が面接し、相談に応じます。 

56 
自殺予防こころの相談電話 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺予防を目的に、臨床心理士等が様々な悩みを傾聴

するとともに、必要に応じて助言・情報提供を行いま

す。 

57 

社会福祉法人 北九州いのちの電話へ

の補助事業 

【保健福祉局総務課】 

社会福祉団体等補助事業で「社会福祉法人北九州いの

ちの電話」に運営活動費補助金を交付しています。ま

た、市政だより(すこやかハ－ト)にボランティア電話

相談員の募集に関する記事を掲載し、ＰＲに努めてい

ます。 

58 
自殺の危険箇所改善への取り組み 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺危険箇所における危険防止のため柵等の取り付

けや啓発ポスター等の掲示などについて、所有者や管

理者への理解を求めていきます。 

再掲 

59 

若者の自殺予防、自殺未遂者対応のた

めの支援者研修 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

若者に特有の複雑な自殺心理とその対応方法につい

て、支援者の理解を図るとともに資質の向上を目的と

した研修を行います。 

また、希望する私立高校、大学において、ストレスの

対処法や SOS の出し方など、こころの健康づくりの

ための出前講座等を行います。 
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  ⑤ うつ・アルコール依存症                       

自殺者の多くは、何らかの精神疾患に罹患しており、なかでもうつ病にかかってい

た方が大多数を占めています。 

・自殺を図った方の 80％以上に何らかの精神疾患があります。 

一方で、うつ病は誰がいつなってもおかしくないと言われるほど身近な病気で、早

期に発見し治療することでより早期の回復が見込まれます。平成 27 年に本市で実

施した「こころの健康に関する実態調査」によると、うつ病や不安障害に罹患して

いる可能性がある人は 8.８％いましたが、そのうちの 59.2％の人は病院を受診して

いませんでした。そのため、精神疾患に関する正しい知識を広く普及啓発するとと

もに、健康相談や訪問などで助言や指導を行うことで、うつ病などの早期発見・早

期治療を図ります。 

また、「こころの健康に関する実態調査」によると、本市におけるアルコール依存

症の可能性がある人は、全国調査に比べて高いことが分かりました。アルコールは

とても身近なもので、ストレス解消という点で良好なメンタルヘルスに繋がる面も

ありますが、一方で、依存症になると、それに伴う問題は深刻であり、本人の健康

障害のみならず、家族や周りの人にも大きな影響が生じる飲酒運転や、暴力、虐待

などの原因となることも少なくありません。さらに、アルコール依存症自体が、無

意識の自己破壊傾向の表れとする見方もあり、依存症患者の 10％前後で自殺が起こ

るとの報告もあります。 

飲酒の危険性や適正な飲酒量について啓発活動を強化していくとともに、関係機関

や団体と協力し、当事者の方の回復活動や相談、治療支援していきます。 

 

 

№ 事業名【担当課】 事業概要 

60 

産後うつ対策 

〈のびのび赤ちゃん訪問事業〉 

［子ども家庭局・子育て支援課］ 

産後のうつ状態等を早期に把握し、きめ細かに支援す

るため、生後４か月までの家庭訪問時において、全て

の産婦に産後うつなどを発見するための質問票を用

いるとともに、医療機関と行政が連携し、産後うつに

対して早期に対応します。 

61 

依存症・うつ病等の精神疾患に関する

相談体制の整備 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

薬物乱用・依存・うつ病などについての正しい知識や

接し方などの情報提供や個別相談、同じ問題を持つ家

族同士が語り合い、わかち合う場を提供するための教

室の実施など、相談体制を整備します。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

62 

薬物・ギャンブル等の依存症に関する

相談支援事業 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

薬物乱用・依存などの問題を抱える家族に対し、正し

い知識や接し方を学び、同じ問題を抱える者同士のわ

かち合いの場を提供するための家族教室の実施や、薬

物依存・ギャンブル依存問題等に関する相談窓口で個

別相談を行います。 

再掲 

63 

精神保健福祉相談（アルコール相談） 

【保健福祉局障害者支援課】 

イライラする、眠れない、ストレスが溜まるなど、こ

ころの健康に関する問題、酒害（アルコール）に関す

る問題、老人性認知症などに関する問題を抱える本人

や家族に対して、各区役所において専門の精神科医や

相談員が面接し、相談に応じます。 

64 
健康相談 

【保健福祉局健康推進課】 

市民センター等における定期的な「健康なんでも相

談」や、区役所における随時の電話や面接相談、各種

集団健康教室への来所者に対する個別相談、福岡県飲

酒運転撲滅条例に基づく適正飲酒指導など、対象者の

心身の健康に関する総合的な助言・指導を行います。

また、を行っています 

65 
薬物関連問題実務者ネットワーク会議

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

市内の薬物乱用・依存に関係する機関・窓口に呼びか

け、関係機関間のネットワークの構築を目指し、意見

交換・情報共有を行うことで、相談担当者のスキルア

ップと相談体制の充実強化を図ります。 

66 
リカバリーパレードの開催 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

「こころの病気からの回復は可能であること」を社会

に伝えるため、依存症などの精神疾患からの回復者、

家族、支援者等が集まり、街頭パレードや唱和、チラ

シ配布等を行い、市民へ呼びかけを行います。パレー

ドへの参加を通じて様々な立場の相互交流を図り、依

存症などの心の病を持つ方々への回復とそのための

支援の活性化を図ります。 

67 
セルフヘルプ・フォーラムの開催 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

セルフヘルプグループの広報・啓発の場として、同じ

ような悩みを持ちながら、一人で苦しんでいる人たち

をグループにつなぎたいという思いから、主に北九州

市内で活動するセルフヘルプグループが協力して、フ

ォーラムを開催します。 

 

 



 

 

- 64 - 

№ 事業名【担当課】 事業概要 

68 

アルコール依存症に関する保健福祉ネ

ットワーク会議の開催 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

アルコール依存症に関する医療をはじめ保健福祉関

係支援者（専門医療機関、断酒会、区精神保健福祉相

談員等行政職員）の実務者レベルにおける連携を構築

するためネットワーク会議を定期開催します。 

再掲 

69 

かかりつけ医こころの健康対応力向上

研修 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺との関連性が指摘されるうつ病は、身体症状にも

顕れることが多いことから、内科等のかかりつけ医を

受診することが多いといわれています。そのため、か

かりつけ医に適切なうつ病診療の知識・技術及び精神

科等の専門の医師との連携方法等の研修を実施する

ことで、うつ病の早期発見・早期治療を図ります。 

70 

こころの健康およびアルコール依存症

対応力向上研修 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

かかりつけ医療や精神科医療機関関係者、職場のメン

タルヘルスに関わる専門職を対象に、うつ病とアルコ

ール依存症の正しい知識と対応方法の研修を行いま

す。  

71 
精神保健福祉基礎・実務者研修 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

精神障害者の支援者を対象に、障害者の地域生活を支

援するケアマネジメントや自殺予防等の基本的な考

え方やその過程（流れ）を学び、相談支援技術の向上

を目的とします。 

72 

高校生への飲酒の弊害等についての周

知・啓発 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

高校の養護教諭等を対象に、飲酒の弊害等についての

周知を行います。また、養護教諭が教諭や生徒などへ

研修等を行う際に使用する啓発グッズやリーフレッ

ト類等の配布に協力します。 

再掲 

73 

アルコールとうつ、自殺に関する効果

的な啓発活動の展開 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

アルコールとうつ、自殺に関する広報について、中高

年男性に対象を絞り、パンフレットの作成や商工会議

所や農業協同組合等と連携した啓発活動、自助グルー

プとの連携など、必要な人に必要な情報を届けること

ができる広報活動を展開します。 

ールの誤解 QA（長先生）かアルコール依存症とは（知識編）を記載 

コラム 

【ギャンブル依存症からの回復を目指す自助グループ】る 

コラム 

【福岡県断酒協議会】 

コラム 

【一般社団法人 福岡県精神科病院協会】 
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視点２：社会構造における課題                        

人の生きる場は、家庭、学校、事業所など様々に場を変えますが、究極には地域社

会をおいて他にありません。地域に偏見や差別、競争や排除が蔓延すれば、困難を

抱えた人は誰にも相談できず、孤独に陥りやすくなるでしょう。時には人間の弱さ

をも価値あるものとして認め、困難な状況にある人を包み込める社会とは、人々が

相互に信頼しあうことができる健康な社会です。不合理な偏見を取り除き社会の意

識や文化を変えることで、地域の人々の互助と信頼の力を高めることに取り組んで

いきます。 

誰もが、生きる喜びやつながりを感じることができる「こころの健康づくり」を育

むためには、現在の社会通念や風土、社会構造等を「生きやすい社会」へと変えて

いくとともに、その社会の一員である市民一人ひとりが、自らの手で取り組みを進

めていきます。 
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  ⑥ 生きやすい地域づくり（市民への普及啓発）               

平成 27年に実施した「こころの健康に関する実態調査」では、ストレスが多いと

感じている市民は 8.5％、うつ状態やうつ病、不安障害などの可能性のある人も

8.8％とそれぞれが５年前の調査と比較してやや上昇しており、また、市民の 13.2％

もの人が「過去 1 年以内に死にたいと考えたことがある」と答えているなど、最近

の自殺者数の減少とは裏腹に、社会における「生きやすさ」は向上していないとも

考えられます。 

自殺は、誰もが当事者になり得る重大な問題であると同時に、様々な要因が複雑に

絡み合った結果に起こる「追い込まれた末の死」でもあります。そして、その背景

には「孤独」があり、社会の「生きづらさ」があります。 

本市では、地域や職域などで「こころの健康づくり」の重要性について関心や理解

を深めるために、自殺統計の分析や実態調査を実施することで本市のこころの状態

の把握し、その結果を市民に分かりやすく伝えるよう努めます。また、そのような

実態を表すデータを活用して広報・啓発活動を行い、「孤独」を防ぐ見守りの活動

などの取り組みを通じて、社会構造への働きかけを行っていきます。一方で、一人

ひとりの社会の「生きづらさ」の捉え方は様々であることから、市民自らがまわり

の人間関係のなかでこころを育て、不調に気付き助けをもとめることや適切に対応

することができるための教育や啓発活動に取り組んでいきます。 

※啓発部分に地域包括ケアシステムの概念を入れる（困窮者支援を絡める） 

※⑦との切り分けの考え方：対象は不特定多数であること 

№ 事業名【担当課】 事業概要 

74 

自殺統計の分析および実態調査の実施

等による施策の検討、広報 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺に関する各種統計（人口動態統計、警察庁統計）

の分析を行い、本市の自殺の実態把握に努めるととも

に、市民のこころの状態を把握するために「こころの

健康に関する実態調査」を定期的に行うことで、本市

の実情に即した自殺対策を行うための基礎情報とし

ます。また、本市の自殺の実態や取り組み状況につい

ては、講演会や研修、ホームページ等を通じて広く知

らせるなど市民意識の啓発を行います。 

75 

いのちとこころの情報サイトホームペ

ージの効果的な運用 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

こころの病の早期発見・早期対応につながるように、

日頃からのこころの健康管理が行えるメンタルヘル

スチェックシステム「こころの体温計」や必要な支援

情報へ簡単に辿り着ける専用ホームページ等インタ

ーネットを活用した情報提供・相談支援を行います。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

76 

自殺予防週間・自殺対策強化月間にお

ける啓発 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺予防週間・自殺対策強化月間における集中的な啓

発事業等を実施することで、市民に自殺や精神疾患に

ついての正しい知識を普及啓発し、これらに対する偏

見をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の危険

を示すサイン、また危険に気づいたときの対応方法等

について市民の理解の促進を図ります。 

77 
自殺対策事業啓発講演会 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺対策に関する市民の理解を広げるため、様々なテ

ーマを取り上げた講演会を開催しています。 

78 

自殺やメンタルヘルスに関るパンフレ

ットや冊子の作成・配布 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺やメンタルヘルスに関する正しい知識を普及す

るため、パンフレット等を作成しています。 

79 
自殺対策パンフレットの作成 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺対策に必要な知識や相談窓口情報等を記載した

パンフレット等を作成し、市民や関係者への周知を行

っています。また、関連資料等は、いのちとこころの

情報サイトのホームページに掲載しており自由にダ

ウンロードすることができます。 

80 
ラジオ番組「明日への伝言板」制作 

【保健福祉局人権推進課】 

市民が人権問題を身近な問題として捉え、その理解を

促進するための視聴覚教材を整備し、啓発活動の充実

を図っています。 

81 
ストレスケア出前講演 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

ストレス対応力を高め、心の健康を保つための出前講

演を行います。 

82 
自殺対策出前講座 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺対策に関する理解を広げるため、各種団体等から

の要望により出前講座を開催しています。 

83 
精神保健福祉サポーター養成講座 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

精神保健福祉領域でのボランティア活動を希望する

市民を対象にしたボランティア養成講座を開催し、精

神障害者の社会復帰、精神障害・疾患についての一般

市民の理解を促進します。 

84 
障害者差別解消法推進事業 

【保健福祉局障害福祉企画課】 

障害のあるなしに関わらず、だれもが安心していきい

きと暮らすことのできる“共生のまちづくり”を目指

すため、障害に対する理解を深めるための啓発活動

や、障害を理由とする差別に関する相談業務等を行っ

ています。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

85 
男女共同参画センター相談事業 

【総務局男女共同参画推進課】 

セクハラ、パワハラ、ストーカー等の人権侵害や、配

偶者からの暴力、法律問題等、人に言えない悩みを、

ジェンダーの視点から問題の解決を支援する相談事

業を実施します。また、性別による人権侵害や心の問

題をはじめ、配偶者からの暴力や人間関係など、様々

な悩みを抱えた人に対し、弁護士による法律相談や法

律基礎講座を実施するとともに、相談業務に携わる人

を対象に、質の高い支援を目指す対人援助識者セミナ

ーを開始しています。 

再掲 

86 

民生委員活動支援事業 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

（民生委員は、地域において、高齢者への声かけや見

守りなど、地域福祉活動における中心的な役割を担っ

ています。）少子高齢化の進行や、単身世帯の増加等

の社会情勢の変化により、支援が必要な人が増加して

おり、民生委員への期待と負担が増加しています。 

今後、民生委員の活動しやすい環境づくりに取り組

み、その負担軽減の対策を行うことで、更なる活動の

充実を目指し、地域福祉の充実を図ります。 

87 
小地域福祉活動の推進 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

住住民が主体となり地域での見守り・支え合いを行う 

小地域福祉活動を推進するため、北九州市社会福祉協

議会が取り組んでいる「ふれあいネットワーク活動」

に対し補助金を交付し、活動の充実・強化を図ります。 

再掲 

88 

リカバリーパレードの開催 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

「こころの病気からの回復は可能であること」を社会

に伝えるため、依存症などの精神疾患からの回復者、

家族、支援者等が集まり、街頭パレードや唱和、チラ

シ配布等を行い、市民へ呼びかけを行います。パレー

ドへの参加を通じて様々な立場の相互交流を図り、依

存症などの心の病を持つ方々への回復とそのための

支援の活性化を図ります。 

再掲 

89 

セルフヘルプ・フォーラムの開催 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

セルフヘルプグループの広報・啓発の場として、同じ

ような悩みを持ちながら、一人で苦しんでいる人たち

をグループにつなぎたいという思いから、主に北九州

市内で活動するセルフヘルプグループが協力して、フ

ォーラムを開催します。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

90 
北九州セルフハート会議の支援 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

北九州市内を中心に主に精神保健福祉領域で活動し

ているセルプヘルプ・グループのネットワーク会議

「北九州セルフハート会議」の開催を支援していま

す。 

91 
セルフヘルプ・グループ情報誌の発行 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

北九州市内を中心に主に精神保健福祉領域で活動し

ているセルプヘルプ・グループの情報を確認すること

ができるセルフヘルプ・グループ情報誌を発行しま

す。 

92 
人にやさしいまちづくりの推進 

【保健福祉局総務課】 

誰もが住み慣れた家庭や地域で安心して快適に生活

できる「人にやさしいまち」を実現するため、年齢や

障害の有無などの違いを相互に理解し、尊重し合う

「心のバリアフリー」を推進するための啓発事業や情

報提供を行います。 

 

コラム 

【北九州市社会福祉協議会】  
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  ⑦ 関係者や関係機関との連携、相談窓口の連携、ゲートキーパーの養成   

自殺は、様々な要因が複雑に関係して心理的に追い込まれた末の死です。それらの

様々な要因に働きかけ社会の意識と行動を変えていくためには、民間団体をはじめ

医療、教育、司法、労働等の各関係機関との課題や情報の共有や協働の事業などを

通じて、ネットワークの充実を図っていく必要があります。 

自殺予防において、心の悩みを抱える人たちの背景にある様々な課題やリスクを解

決するためには、各関係機関や窓口における連携が必要です。多世代にまたがる複

雑多様な課題や自殺の危機に対して支援を充実させるため、相談窓口における支援

者の相互理解や協働を行うとともに、今後のよりよい連携のための取り組みを検討

していきます。 

また、自殺の危険性が高い人を早期発見、早期対応するためには、自殺の危険を示

すサインに気づき、適切な対応を図ることができる「ゲートキーパー」の養成が必

要です。本市においては、これまで、主に支援者を中心とした研修プログラムや各

種自殺予防に関する研修会等を行うことで、病院や施設、学校、企業等の自殺対策

の担当者等に、自殺予防の考え方や初期対応の考え方を広げてきました。今後も引

き続き支援者の理解を図るとともに、日ごろから地域の方と接する機会の多い民生

委員や自治会長、市民センター職員、ボランティア等に、それぞれの領域に期待さ

れる役割を担っていくことができるよう、研修や講演活動などを行っていきます。 

 

 

№ 事業名【担当課】 事業概要 

93 

北九州市自殺対策連絡会議、自殺対策

庁内連絡会議の開催 

【保健福祉局総務課】 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

北九州市自殺対策連絡会議では、おもに市内の関係機

関・団体により、本市における総合的な自殺対策に関

する事項の連絡調整や協議を行うとともに、市の全部

局室の幹事課が集まる自殺対策庁内連絡会議におい

て、庁内の横断的な連携を図っています。今後、本計

画の進捗状況や施策の評価による見直し等を協議し、

効果的な自殺対策事業のあり方を検討していきます。 

再掲 

94 

救急医療における自殺未遂者の対応に

関する懇話会 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺未遂者の精神科医療ケアや退院後の生活再建の

支援等について、関係者の理解と連携を促進するた

め、医師や弁護士、司法書士、臨床心理士、精神保健

福祉士などによる懇話会を開催します。 

95 
自殺予防教育のための連絡会議 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺予防教育における課題や手法を検討するため、関

係者による連絡会議を定期開催します。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

96 
福岡県弁護士会北九州部会との連絡会

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

福岡県弁護士会北九州部会と定期的に連絡会を開催

し、自殺対策における情報共有および自死遺族法律相

談等の内容検討を行います。 

97 

犯罪被害者等支援事業 

【市民文化スポーツ局安全・安心相談

センター】 

犯罪被害に遭った被害者やその家族・遺族が、元の平

穏な生活を取り戻すことができるように支援するた

め、福岡県・福岡市と共同で「福岡犯罪被害者総合サ

ポートセンター」（福岡市と本市に各１箇所）を設置

しています。また、性暴力に特化した被害者救済の施

策として、平成２５年７月から福岡県・福岡市と共同

で「性暴力被害者支援センター・ふくおか」を設置し

ています。 

再掲 

98 

社会福祉法人 北九州いのちの電話へ

の補助事業 

【保健福祉局総務課】 

社会福祉団体等補助事業で「社会福祉法人北九州いの

ちの電話」に運営活動費補助金を交付しています。ま

た、市政だより(すこやかハ－ト)にボランティア電話

相談員の募集に関する記事を掲載し、ＰＲに努めてい

ます。 

再掲 

99 

アルコール依存症に関する保健福祉ネ

ットワーク会議の開催 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

アルコール依存症に関する医療をはじめ保健福祉関

係支援者（専門医療機関、断酒会、区精神保健福祉相

談員等行政職員）の実務者レベルにおける連携を構築

するためネットワーク会議を定期開催します。 

100 
ひきこもり支援実務者連絡会 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

ひきこもりについては「多岐に渡る方面からの支援」

と「支援者相互の有機的な連携」等が必要です。ひき

こもり支援者が集い、情報交換を行うことで、連携の

ためのネットワークの構築や互いの支援のスキルア

ップを目指します。 

再掲 

101 

いのちをつなぐネットワーク事業 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

“いのちをつなぐ”をキーワードに、地域における既

存のネットワークや見守りの仕組みを結びつけ、セー

フティネットの網の目を細かくしていくことで、支援

を必要としている人が社会的に孤立することがない

よう、市民・企業・行政の力を結集して地域福祉ネッ

トワークの充実・強化を図ります。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

102 
心理ケア支援事業 

【保健福祉局保護課】 

各区役所保護課に臨床心理士（嘱託員）を配置し、生

活保護受給者に対して、生活保護決定・実施の際に心

理面からの状況把握やケースワーカーへの技術的助

言及び支援、精神保健福祉センターとの技術的連携を

行い、精神保健福祉分野の体制強化を図ります。 

103 
精神障害者保健福祉対策事業 

【保健福祉局障害者支援課】 

各区保健福祉課で実施している定例相談に、非常勤嘱

託医を派遣しています。 

再掲 

104 

スクールソーシャルワーカー活用事業 

【教育委員会指導第二課】 

不登校やいじめ、虐待などの問題行動等の解消のた

め、スクールソーシャルワーカーを教育委員会に配置

し、児童生徒への働きかけとともに家庭環境への働き

かけにより支援活動に取り組みます。 

再掲 

105 

スクールカウンセラー活用事業 

【教育委員会指導第二課】 

不登校やいじめ等の児童生徒及び保護者への対応の

ため、臨床心理士等をスクールカウンセラーとして、

すべての中学校に配置及び小学校への派遣を行い、小

中学校等におけるカウンセリング等の機能の充実を

図ることで、生徒指導上の諸問題の解決を図ります。

また、自殺の危機にある、あるいは自殺未遂後の児童

生徒に対して、スクールカウンセラーが個別に心のケ

アを行います。 

106 

各種法律相談 

【総務局男女共同参画推進課】 

【市民文化スポーツ局広聴課】 

【保健福祉局長寿社会対策課】 

【保健福祉局障害者支援課】 

【保健福祉局同和対策課】 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

各種相談事業に取り組んでいます。 

・男女共同参画センター相談事業 

・東部・西部勤労婦人センター相談事業 

・法律人権相談 

・高齢者・障害者あんしん法律相談事業 

・地域交流センター人権法律相談 

・自死遺族のための無料法律相談 

107 
総合相談会の試行開催 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

自殺予防においては、心の悩みを抱える人たちの背景

にある様々な課題やリスクを解決するために、各関係

機関相互の連携が必要となります。各種窓口の相互理

解をすすめ、連携のための手順等を整理していくこと

を目的に、各関係機関が一同に会した総合相談会の試

行開催と、自殺対策に関する相談窓口のあり方につい

て検討を行います。 
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№ 事業名【担当課】 事業概要 

108 

地域の保健福祉関係職員への研修 

【保健福祉局地域福祉推進課】 

【保健福祉局保護課】 

【保健福祉局障害者支援課】 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

心の健康づくりについての理解を深め、相談窓口の相

互理解や協働を図るため、関係職員向けの研修を行い

ます。 

109 
生きるための支援を考える会 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

市内の各種相談支援機関・窓口の実務者が集まり、自

殺の要因となり得る問題に対する相談窓口の相談状

況、支援状況について情報交換を行うとともに有効な

連携の在り方を検討します。 

110 

自殺に関する支援者への技術とこころ

の支援 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

精神保健福祉センターの技術支援の一環として、自殺

に関する統計情報等の提供や支援者への研修・困難事

例や自死後のケアの相談等に応じます。 

111 

市民センターを拠点とした健康づくり

事業（地域で GO!GO!健康づくり） 

【保健福祉局健康推進課】 

市民センター等を拠点として、市民が主体となって地

域の健康課題について話し合い、目標設定、計画づく

り、実践、事業評価を一つのサイクルとした健康づく

り事業を、まちづくり協議会が健康づくり推進員の

会、食生活改善推進員協議会と連携し、医師会、歯科

医師会、薬剤師会、栄養士会、行政（保健師等）など

の協力により行います。 

112 
ゲートキーパーの地域での広がり 

【保健福祉局精神保健福祉センター】 

病院や施設、学校、企業等の自殺対策の担当者等の支

援者を対象にした、自殺予防の考え方や初期対応の方

法（メンタルヘルス・ファーストエイド研修プログラ

ムや各種自殺予防に関する研修会等）についての研修

を行います。また、民生委員や自治会長、市民センタ

ー職員、ボランティア等を対象にしたゲートキーパー

研修を行うことで、地域の自殺予防の取り組みのなか

で期待される役割を担っていけるよう支援していき

ます。 

 

コラム 

【リメンバー福岡自死遺族の集い】コラム 

【福岡県司法書士会】【社会福祉法人北九州病院】【公益社団法人福岡県看護協会】 

 

※自死遺族・自死遺児について 
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 ８ 計画の推進体制                         

（１）北九州市自殺対策連絡会議 

   関係機関・団体の連携のもとに、本市における総合的な自殺対策に関する事項の連

絡調整を図り協議・検討を行います。 

   また、本市の自殺対策本計画の進捗状況や施策の評価による見直し等を協議し、効

果的な自殺対策事業のあり方を検討します。 

【北九州市立精神保健福祉センター いのちとこころの支援センター】 

   北九州市自殺対策連絡会議の事務局として、取りまとめを行います。 

 

（２）それぞれの主体が果たすべき役割について 

市全体で自殺対策を総合的に推進するためには、それぞれの主体が果たすべき役割

を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが必要です。 

本市の自殺対策において、それぞれの主体が果たすべき役割は以下のように考えら

れます。 

 

① 市民の役割 

市民は、自殺の状況や自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるととともに、

一人で悩みを抱えてしまうことの背景となる「自殺や多重債務、うつ病等の自殺関

連事象は不名誉で恥ずかしいものである」という社会通念が間違ったものであると

いうことや、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であっ

て、その場合には誰かに援助を求めることが適当であることを理解し、自らの心の

不調や周りの人の個々との不調に気付き、適切に対処することができるようにする

など、主体的に自殺対策に取り組みます。 

 

② 関係団体の役割 

自殺対策に関係する専門職の職能団体や、直接関係はしないがその活動内容が自

殺対策に寄与し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に取り組むこと

の重要性にかんがみ、それぞれの活動内容の特性等に応じて積極的に自殺対策に参

画します。 

 

③ 民間団体の役割 

地域で活動する民間団体は、直接自殺防止を目的とする活動のみならず、関連す

る分野での活動もひいては自殺対策に寄与し得るということを理解して、他の主体

との連携・協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積極的に自殺対

策に参画します。 
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④ 企業の役割 

企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在として、その雇用する労働者

の心の健康の保持を図るよう努めることなどにより自殺対策において重要な役割を

果たせることを認識し、積極的に自殺対策に参画します。 

 

⑤ 市の役割 

地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する市は、市民一人ひとり

の身近な行政主体として、地域の自殺の状況を分析し、地域の実情に応じて必要な

重点施策に取り組みます。また、国と連携して、地域における各主体の緊密な連携・

協働に努めます。 

【自殺対策庁内連絡会議】 

庁内の自殺対策関係部署から組織し、庁内関係部署の緊密な連携と協力のもと、

自殺対策を推進します。 

 

⑥ 国の役割 

自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国は、各主体が自殺対策を推

進するために必要な基盤の整備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推

進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率的な施策や事業の実施等を

行います。また、各主体が緊密に連携・協働するための仕組みの構築や運用を行い

ます。 

 

国 

市※自殺対策 

庁内連絡会議 

企業 

民間団体 

関係団体 

市民 

北九州市 

自殺対策連絡協議会 

連携図(案) 
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 ９ 資料編                          

（１）北九州市自殺対策連絡会議 構成員名簿（平成 28 年 12月現在） 

 

任期：平成27年8月1日～平成29年7月31日

所属機関（団体）名・役職等 委員氏名 備考

学識
経験者

学校法人産業医科大学医学部精神医学教室　教授 吉村　玲児

福岡県弁護士会　北九州部会　弁護士 河原　一雅

日本司法支援センター福岡地方事務所北九州支部
事務局長

山村　洋平

一般社団法人福岡県臨床心理士会 シャルマ　直美

公益社団法人北九州市医師会　理事 長森　健

一般社団法人福岡県精神科病院協会　理事 江藤　義典

一般社団法人福岡県精神神経科診療所協会 垣替　芳隆

公益社団法人北九州市薬剤師会　理事 原田　圭子

北九州地区精神保健福祉士協会 嶋村　美由紀

公益社団法人福岡県看護協会
北九州４地区支部・地区支部長

黒川　雅代

公益社団法人福岡県介護支援専門員協会 白木　裕子

北九州商工会議所　総務・経理課長 堀田　靖治

一般社団法人北九州中小企業経営者協会　副会長 橋本　美登里

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会
計画調整担当課長

南里　佳代子

北九州市民生委員児童委員協議会　副会長 白川　惠子

社会福祉法人北九州いのちの電話　事務局長 川尻　正之

NPO法人抱樸　ボランティア部　 勝　聡子

遺族支援 リメンバー福岡自死遺族の集い　代表 小早川　慶次

１８名（女性９名） （敬称略・順不同）

（行政関係機関）

警察 福岡県警察本部子ども女性安全対策課　課長補佐 家永　英明

警察 福岡県警察北九州市警察部機動警察隊総務班長 出口　浩己

労働 北九州東労働基準監督署　副署長 柴田　浩

労働 福岡労働局　職業安定部職業安定課　主任 工藤　金太郎

教 育 北九州市 教育委員会 指導部 指導第二課長 田頭　麗宏

行 政 保健福祉局 精神保健福祉担当部長 三井　敏子

６名 （敬称略・順不同）

（事務局）

保健福祉局 いのちとこころの支援担当課長 三井　敏子
精神保健福祉担当部長

精神保健福祉センター所長

兼務

司法

医療
・

保健
・

福祉

労働

地域
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（２）北九州市自殺対策庁内連絡会議 幹事課名簿（平成 28 年 12 月現在） 

  

局名 幹事課名   役職・氏名 

市民文化スポーツ

局 

安全・安心推進課  課長 守口 昌彦 

消費生活センター   館長 愛甲 政志 

子ども家庭局 

子育て支援課   課長 岩佐 健史  

子ども総合センター  次長 山田 貴広 

産業経済局 雇用政策課  課長 大迫 道広  

消防局 予防課  課長 正代 莊一  

教育委員会 指導第二課   課長 田頭 麗宏  

保健福祉局 

地域福祉推進課  課長 名越 雅康 

人権文化推進課  課長 鷹取 典子 

障害者支援課   発達障害担当課長 安藤 卓雄 

 

（事務局） 

局名 課名   役職・氏名 

保健福祉局 

総務課 

 課長 清田 啓子 

 計画調整担当課長 楢木野 裕 

いのちとこころの支援担当課   
課長(精神保健福祉センター所長) 

三井 敏子 
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（３）計画策定までの経緯 

 

・平成 28 年 5 月 11日 自殺対策連絡会議（1 回目：方針協議） 

 

・平成 28 年 5 月 23日 自殺対策庁内連絡会議（1 回目：方針の周知） 

 

・平成 28 年 6 月 19日 市民フォーラム（関係機関・団体からの意見を聴取） 

 

・平成 28 年 7 月 26日 自殺対策連絡会議（2 回目：骨子協議） 

 

・平成 28 年 11月 2日 自殺対策連絡会議（3 回目：計画素案の協議） 

 

・平成 28 年 11月 15日 自殺対策庁内連絡会議（2 回目：計画素案の周知） 

 

※以下、予定 

 

・平成 28 年 11月 21日～12 月 23 日 市長のふれあいトーク 

 

・平成 28 年 12月 13日 社会福祉審議会（計画素案の報告） 

 

・平成 28 年 12月 15日～平成 29年 1 月 13 日 パブリックコメントの実施 

 

・平成 29 年 2 月 精神保健福祉審議会（計画素案の報告） 

 

・平成 29 年 2 月 自殺対策連絡会議（4 回目：パブリックコメント等の反映） 

 

・平成 29 年 7 月～ 計画の周知 
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（４）市民フォーラム発言要旨
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